
  職員が仕事と家庭の両立を図りながら自身の能力が発揮でき、この法人で長く働き続けられる

よう、働きやすい職場環境づくりを目指し、次の行動計画を策定します。

１  計画期間 令和元年８月１日～令和６年３月３１日

２  内容

  ≪目標１≫ 計画期間内の年次有給休暇の取得率を平均７０％以上を目指します。

    ・  対策   令和元年７月～      年次有給休暇の計画的取得を改めて周知する

  毎年９月及び３月末  年次有給休暇の取得状況を把握する

  毎年４月            年次有給休暇取得状況（率）を職員に開示し、取

                    得率向上の意識付けを図る

  ≪目標２≫ 時間外勤務を最長２０時間以下（月／最長）を目指します。

  ※  生産性の向上と職員の健康保持（利用者の満足と時間外労働の短縮）

    を目指す。

    ・  対策   令和元年８月～      衛生委員会と共同し、掲げた目標値を職員に周知

                    する

  ３か月毎            勤務状況を集計し、長時間労働者については、次

                    の視点をもとに直属の上司が本人と関わり、長時間

                    労働の改善（解消）に向けてともに取り組む

                      ⅰ  仕事のスキルアップに向けた職員支援

                      ⅱ  業務分担の見直し

                      ⅲ  協力体制の整備や構築

                      ⅳ  業務が重なる時間帯の職員配置の見直し等
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